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妻が出産を控えています。出産日から１

週間程度は病院に入院しますので、その間

は妻が寝かしつけすることはできません。 

いままで息子は妻の添い寝なしで寝たこ

とがなかったので、一度、予行練習をして

みようということになり、妻がママ友と食事に出掛けている

間に、私が息子を寝かしつけるというミッションを遂行する

ことになりました。 

結論的には、息子は夕食から就寝まで一度もぐずることな

く、とてもお利口さんに過ごしてくれました。懸念していた

寝かしつけも、たぶん問題ありませんでした。私は、いつも

のように息子より先に寝落ちしてしまい、息子が寝るまでを

見届けることができませんでしたが、帰宅した妻によれば、

ちゃんと寝ていたとのことです。 

息子の寝かしつけ 

交通事故と損害の因果関係 

未必の故意（みひつのこい） 

故意や過失がなければ犯罪は成

立しません。「殺すつもりはなかっ

た」という場合、殺人ではなく傷

害致死になります（ただし、体幹

部を標的とした場合、たとえ否定

をしても故意が認定されます）。 

これに対し、未必の故意とは、

「殺すつもりはないけど、死んで

も構わない」というもので、故意

があったのと同様に扱われます。 

なお、私は、これまで１００件

近く刑事事件を扱っていますが、

未必の故意の事案は一度もありま

せん。 

交通事故で怪我をすると、受傷の程度によっては通院することになります。 

この場合、できるだけ早期に病院に行ってください。事故当初は痛くなかったとか、痛いけど

病院に行っている暇がなかったという理由で事故から初診までの期間が空いてしまうと、示談交

渉の際、先方保険会社から事故と無関係の怪我であると言われてしまうことがあります。そうす

ると満足のいく示談金をもらうことができません。 

物損の場合も同様で、交通事故によって何か壊れた場合には、壊れた直後の物を写真撮影する

などしておかないと、その物がいつ壊れたか分からなくなってしまいます。たとえば、交通事故

で壊れた物の写真を１年後に撮影した場合、「事故後１年間、別の原因で壊れなかったこと」まで

立証する必要が出てきてしまいとても大変です。というか大抵は立証できませんので、諦めざる

を得ません。 

交通事故に遭ってしまった場合には、気をつけてください。 


